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は
じ
め
に

　

本
所
で
は
二
〇
一
四
年
度
に
肥
後
熊
本
藩
初
代
細
川
忠
利
書
状（
新
収
史
料
Ⅰ
）・

同
二
代
細
川
光
尚
書
状
（
新
収
史
料
Ⅱ
）
の
計
二
点
を
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
古
書
肆
か

ら
購
入
し
た
。
い
ず
れ
も
忠
利
の
弟
細
川
興
孝
に
宛
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
興
孝

を
祖
と
す
る
同
藩
一
門
家
老
・
細
川
刑
部
家
に
伝
来
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

　

細
川
興
孝
は
幼
少
期
か
ら
父
忠
興
の
人
質
と
し
て
江
戸
に
詰
め
て
い
た
が
、
父
と

絶
交
し
、
寛
永
一
六
（
一
六
三
九
）
年
に
兄
立
允
（
立
孝
）
と
交
代
さ
せ
ら
れ
る
。

新
収
の
二
点
の
書
状
は
翌
一
七
年
に
興
孝
が
国
許
へ
下
っ
た
と
き
の
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
一
件
に
つ
い
て
は
、
細
川
家
で
編
纂
さ
れ
た
家
記
『
綿
考
輯
録
』
に
関
連
史

料
が
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
新
収
史
料
Ⅰ
は
そ
の
な
か
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

花
岡
興
輝
氏
の
「
細
川
興
孝
と
刑
部
家
の
成
立
の
事
情
」
が
、
こ
の
一
件
の
基
本
的

な
事
実
関
係
を
整
理
し
て
お
り
、宇
土
支
藩
の
成
立
に
関
す
る
研
究
に
も
言
及
が
あ
る
。

以
上
で
お
お
よ
そ
の
経
緯
は
判
明
し
て
い
る
が
、『
大
日
本
近
世
史
料　

細
川
家
史

料
』
二
五
・
二
六
の
編
纂
作
業
で
得
た
知
見
を
踏
ま
え
つ
つ
、
よ
り
詳
し
く
過
程
を

明
ら
か
に
し
、
新
収
史
料
の
位
置
づ
け
を
示
す
。
ま
た
、
こ
の
一
件
を
通
し
て
、
近

世
初
期
の
庶
子
の
処
遇
―
人
質
と
し
て
の
あ
り
方
や
大
名
家
の
分
家
成
立
―
の
一
つ

の
事
例
を
提
示
し
た
い
。

　

な
お
、出
典
は
以
下
の
よ
う
に
略
記
す
る
。永
青
文
庫
所
蔵
の
古
文
書
は（「
永
青
」

総
目
録
番
号
）。
そ
の
う
ち
、『
熊
本
県
史
料　

近
世
篇
』
は
（『
県
史
』
近
世
巻
－

頁
数
）、『
大
日
本
近
世
史
料　

細
川
家
史
料
』
は
（『
細
川
』
巻
－
文
書
番
号
）。
八

代
市
立
博
物
館
未
来
の
森
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
編『
松
井
文
庫
所
蔵
古
文
書
調
査
報
告
書
』

は
（『
松
井
』
巻
－
文
書
番
号
）。
熊
本
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
「
松
井
文
庫
」
冊
子

体
文
書
は
（「
熊
大
松
井
」
冊
子
目
録
番
号
）。『
綿
考
輯
録
』
は
（『
綿
考
』
刊
本
巻
－

頁
数
）。

一
　
興
孝
を
め
ぐ
る
人
間
関
係

　

最
初
に
、
一
七
世
紀
初
め
の
細
川
家
と
、
細
川
興
孝
を
め
ぐ
る
人
間
関
係
に
つ
い

て
、
本
稿
で
必
要
の
あ
る
限
り
で
簡
単
に
押
さ
え
て
お
く
。

　

慶
長
五
（
一
六
〇
〇
）
年
、
興
孝
の
父
細
川
忠
興
は
関
ケ
原
合
戦
で
の
功
績
に
よ

り
豊
前
一
国
・
豊
後
二
郡
を
与
え
ら
れ
、
中
津
つ
い
で
小
倉
に
入
る
。
細
川
家
で
は

忠
興
と
の
関
係
や
幕
府
の
意
向
に
よ
り
長
男
忠
隆
・
次
男
興
秋
が
排
さ
れ
、
慶
長
九

年
に
三
男
忠
利
が
家
督
継
承
者
に
決
定
す
る
。

　

忠
利
に
は
、
慶
長
三
年
に
早
世
し
た
千
丸
の
ほ
か
に
、
年
の
離
れ
た
三
人
の
弟
が

い
る
。
五
男
立
允
（
立
孝
）、
六
男
寄
之
、
七
男
興
孝
で
あ
る
。

　

立
允
（
立
孝
）
は
、
元
和
元
（
一
六
一
五
）
年
生
。
母
は
清
田
鎮
乗
女
。
幼
名
坊
。

（
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同
九
年
八
月
に
山
城
愛
宕
山
福

寿
院
に
入
る
が
、
出
家
を
嫌
い

寛
永
七
（
一
六
三
〇
）
年
に
帰

国
。
そ
の
後
は
国
許
の
忠
興
の

も
と
で
生
活
す
る
。
な
お
、
本

稿
で
詳
し
く
扱
う
期
間
に
名
乗

り
を
変
え
る
た
め
、
以
下
で
は

そ
の
時
点
で
の
名
前
を
用
い
る
。

　

寄
之
は
元
和
二
年
生
。
母
は

真
下
元
重
女
。
幼
名
岩
千
代
。

元
和
七
年
松
井
興
長
の
養
子
と

な
る
。
松
井
家
は
細
川
家
中
で

あ
り
な
が
ら
、
別
格
の
扱
い
を
う
け
る
大
身
家
老
家
で
、
養
父
興
長
は
当
時
の
細
川

家
に
お
い
て
重
き
を
な
し
て
い
る
。

　

本
稿
の
主
役
・
興
孝
は
元
和
三
年
正
月
一
三
日
小
倉
に
生
ま
れ
る
。幼
名
天
千
代
。

母
は
立
允
と
同
じ
く
清
田
氏
女
。
元
和
四
年
七
月
に
人
質
と
し
て
江
戸
に
あ
っ
た
光

寿
院
（
忠
興
母
）
が
没
し
た
た
め
、
そ
の
代
わ
り
と
し
て
翌
五
年
に
江
戸
へ
下
さ
れ

る
。
将
軍
徳
川
秀
忠
に
拝
謁
し
、
以
後
同
地
で
暮
ら
す
。

　

忠
興
は
元
和
六
年
末
に
隠
居
し
、
三
斎
と
名
乗
る
。
翌
七
年
に
中
津
に
移
り
、
隠

居
領
三
万
七
〇
〇
〇
石
が
設
け
ら
れ
、忠
利
の
小
倉
か
ら
は
自
立
し
た
支
配
を
行
う
。

こ
の
中
津
時
代
、
立
允
に
は
忠
興
か
ら
「
御
部
屋
領
」
五
〇
〇
〇
石
が
与
え
ら
れ
て

い
た
と
い
う
。
ま
た
、
興
孝
も
後
で
触
れ
る
よ
う
に
「
豊
前
ニ
而
之
御
書
出
シ
」
を

所
持
し
て
お
り
（「
永
青
」108.2

三
十
二
番
４
一
門
５
）、
幾
許
か
の
知
行
が
与
え

ら
れ
て
い
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

　

寛
永
九
年
、
細
川
家
が
肥
後
へ
国
替
に
な
る
と
、
忠
興
は
豊
前
並
の
隠
居
領
と
、

立
允
・
興
孝
へ
の
内
分
知
行
を
要
求
す
る
。
忠
興
に
は
八
代
で
三
万
七
〇
〇
〇
石
の

隠
居
領
が
設
け
ら
れ
、
立
允
に
三
万
石
、
興
孝
に
二
万
五
〇
〇
〇
石
が
与
え
ら
れ
た
。

　

寛
永
一
〇
年
、
江
戸
の
興
孝
は
前
髪
を
執
り
、
刑
部
少
輔
と
改
め
る
（「
永
青
」

4.7.20

）。
一
方
、
八
代
の
立
允
に
は
、
寛
永
一
三
年
に
五
条
為
適
の
息
女
を
娶
ら
せ

る
。
ま
た
、
吉
村
豊
雄
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
忠
興
は
キ
リ
シ
タ
ン
改
め
の
実
施

や
島
原
・
天
草
一
揆
勃
発
後
の
対
応
の
な
か
で
立
允
・
興
孝
知
行
分
を
含
む
「
八
代

分
領
」
を
「
惣
国
並
」
か
ら
自
立
化
さ
せ
よ
う
と
し
、
そ
の
な
か
で
立
允
の
権
限
を

高
め
よ
う
と
図
る
。
立
允
は
島
原
へ
出
陣
し
、
寛
永
一
五
年
二
月
の
原
城
攻
略
時
に

は
軍
功
を
立
て
た
（『
綿
考
』3-p. 255

～267

）。
こ
の
こ
と
は
忠
興
を
大
い
に
満
足

さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
寛
永
一
五
年
に
は
、
忠
興
が
自
ら
の
跡
を
立
允
に
譲
ろ
う
と
画
策
す
る
様
子

が
は
っ
き
り
見
え
始
め
る
。
六
月
に
国
許
の
忠
利
が
江
戸
の
光
尚
に
送
っ
た
手
紙
で

は
、
忠
興
が
八
代
城
普
請
や
新
城
構
築
を
願
い
出
る
の
で
は
な
い
か
と
警
戒
し
て
い

る
。
こ
の
書
中
に
「
き
や
う
た
い
の
事
ニ
ハ
色
々
わ
け
御
さ
候
、
知
行
な
と
む
さ
と

お
し
む
わ
け
に
て
ハ
無
御
座
候
」
と
あ
る
の
は
、
こ
の
先
の
立
允
の
八
代
隠
居
領
継

承
問
題
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
忠
利
は
光
尚
に
幕
閣
へ
相
談
す
る
こ
と
、
な

か
で
も
特
別
な
発
言
力
を
持
つ
柳
生
宗
矩
と
懇
意
に
し
て
お
く
よ
う
指
示
す
る（『
細

川
』14-1250

）。
秋
ご
ろ
に
は
忠
興
が
老
中
へ
何
ご
と
か
訴
訟
を
し
て
い
る
と
の
こ

と
で
、
忠
利
は
光
尚
に
以
前
の
八
代
城
普
請
差
し
止
め
の
経
緯
や
、
八
代
の
知
行
分

に
関
す
る
諸
問
題
を
心
持
の
た
め
と
し
て
伝
え
る
（『
細
川
』14-1269

）。

　

立
允
を
取
り
立
て
る
上
で
興
孝
は
邪
魔
な
存
在
と
な
る
。父
子
の
間
柄
は
冷
却
し
、

こ
の
年
の
冬
に
は
対
立
が
決
定
的
に
な
る
。一
因
は
興
孝
の
借
財
に
あ
っ
た
よ
う
で
、

忠
興
は
そ
れ
を
戒
め
る
た
め
と
し
て
国
許
か
ら
の
送
金
を
縮
減
し
た
。
困
窮
し
た
興

孝
は
光
尚
を
頼
り
融
通
を
受
け
る
が
、
そ
の
こ
と
を
知
っ
た
忠
利
は
光
尚
に
、「
是

ハ
三
斎
様
御
こ
ら
し
め
の
た
め
も
可
有
之
ニ
、
此
方
ゟ
被
指
計
候
事
は
い
か
ゝ
と
存

事
ニ
候
」
と
注
意
を
与
え
て
い
る
（『
細
川
』13-1207

・14-1287

）。

　

な
お
、
興
孝
は
、
兄
寄
之
の
み
る
と
こ
ろ
で
は
気
随
な
人
物
で
あ
っ
た
（『
松
井
』

（
８
）

（
９
）

（
10
）

（
細
川
忠
興
）

（
11
）
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13-2326

）。
こ
の
先
で
み
て
い
く
言
動
で
も
、
そ
の
よ
う
な
人
物
像
が
垣
間
み
え
る
。

「
与
一
郎
殿
ハ
天
下
一
み
ぢ
か
き
人
」
と
い
わ
れ
、
気
難
し
い
性
格
と
し
て
有
名
な

忠
興
と
上
手
く
や
っ
て
い
く
の
は
困
難
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

二
　
人
質
の
交
代

　

寛
永
一
六
年
正
月
、
八
代
の
忠
興
の
も
と
へ
年
頭
の
挨
拶
に
訪
れ
た
忠
利
は
、
忠

興
と
興
孝
が
仲
違
い
し
、
一
生
和
解
し
な
い
と
の
誓
文
を
立
て
た
こ
と
、
そ
の
た
め

興
孝
は
公
儀
へ
の
人
質
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
忠
興
は

代
わ
り
に
立
允
を
下
す
こ
と
を
老
中
と
談
合
し
て
い
る
と
知
り
、
江
戸
の
光
尚
に
報

じ
て
い
る
。既
に
老
中
か
ら
の
内
諾
も
得
て
い
る
と
い
う
忠
興
は
上
機
嫌
で
あ
っ
た
。

な
お
、
こ
の
件
は
「
我
等
へ
御
談
合
之
被
仰
様
ニ
而
ハ
無
之
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、

忠
利
と
相
談
す
る
も
の
で
は
な
く
、
忠
興
の
考
え
が
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
（『
細

川
』14-1293

・1295

）。
か
か
る
経
緯
か
ら
明
白
な
よ
う
に
、
細
川
家
に
お
い
て
興

孝
は
、忠
利
を
当
主
と
す
る
細
川
家
の
人
質
で
は
な
く
、隠
居
忠
興
の
人
質
で
あ
っ
た
。

　

二
月
五
日
、
忠
興
は
「
隠
居
之
家
督
」
を
立
允
に
譲
り
、
朽
葉
の
指
物
・
旄
等
を

引
き
渡
し
た
（『
綿
考
』3-p. 272

～273

）。
翌
六
日
に
八
代
を
発
ち
、
京
都
に
逗
留

し
た
の
ち
江
戸
へ
下
る
。

　

四
月
四
日
に
江
戸
に
着
い
た
忠
興
は
、
老
中
と
交
渉
を
進
め
る
。
立
允
を
目
見
得

さ
せ
、「
黒
田
殿
子
達
之
様
ニ
御
奉
公
さ
せ
度
」
と
い
う
の
が
忠
興
の
意
向
で
、
忠
利

も
父
の
機
嫌
を
案
じ
て
そ
の
思
い
通
り
に
な
る
よ
う
取
次
の
老
中
の
一
人
堀
田
正
盛

に
取
り
計
ら
い
を
願
う
（『
松
井
』8-1572

）。
と
こ
ろ
が
、
老
中
側
か
ら
の
返
答
は
、

立
允
の
目
見
得
は
「
不
可
然
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
な
か
で
も
堀
田
正
盛
は
「
是

非
不
入
事
」
と
発
言
し
た
と
い
う
（『
細
川
』14-1312

）。
幕
閣
が
難
色
を
示
し
た

理
由
は
明
確
で
は
な
い
が
、
細
川
家
に
は
島
津
家
の
押
さ
え
の
役
割
が
期
待
さ
れ
て

お
り
、と
り
わ
け
八
代
が
要
衝
の
地
で
あ
る
と
い
う
事
情
に
よ
る
た
め
で
あ
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
せ
よ
忠
興
は
堀
田
に
対
し
て
立
腹
し
た
。

　

し
か
し
、
や
が
て
立
允
を
目
見
得
さ
せ
る
方
向
で
話
が
進
む
。
数
年
後
の
史
料
に

は
、
忠
興
近
臣
の
村
上
景
則
（
長
岡
河
内
）
が
家
光
の
出
頭
人
に
対
し
て
相
当
の
金

銀
を
費
や
し
て
裏
工
作
を
行
っ
た
と
の
説
が
記
さ
れ
て
い
る
（「
永
青
」4.5.54

）。

六
月
三
日
朝
、
堀
田
正
盛
と
熟
談
し
た
忠
利
は
、
目
見
得
の
件
を
い
つ
頃
、
ど
の
よ

う
に
申
し
入
れ
る
の
が
適
切
か
、
指
南
を
仰
い
で
い
る
（『
細
川
』25-5367

）。

　

目
見
得
の
段
取
り
と
同
時
に
、
立
允
の
身
上
に
つ
い
て
も
調
整
が
な
さ
れ
る
。
立

允
の
知
行
は
物
成
が
悪
く
、
江
戸
詰
の
た
め
に
は
何
ら
か
の
手
当
が
必
要
と
の
こ
と

で
、
忠
利
と
堀
田
正
盛
が
意
見
を
交
わ
し
て
い
る
（『
細
川
』15-1441

・1442

）。

六
月
六
日
に
忠
利
と
堀
田
正
盛
の
間
で
話
が
ま
と
ま
り
、
翌
七
日
朝
に
忠
興
と
忠
利

が
書
物
を
交
わ
し
、「
三
斎
一
代
ハ
此
中
之
こ
と
く
少
し
も
替
事
な
く
、
三
斎
一
代

之
後
ハ
三
斎
隠
居
之
知
行
之
内
三
万
七
千
石
我
等
弟
ニ
遣
、
都
合
六
万
七
千
石
ニ
而

候
へ
共
、
七
千
石
ハ
知
行
悪
所
へ
う
め
候
て
遣
、
高
六
万
石
分
ニ
而
候
、
此
分
に
て

相
済
申
候
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
落
ち
着
い
た
（『
細
川
』25-5368

・5369

）。

　

こ
う
し
て
、
幕
府
に
反
対
の
空
気
も
あ
る
な
か
で
、
立
允
が
別
家
の
大
名
と
な
る

方
針
が
定
ま
る
。
も
し
こ
の
件
が
調
わ
な
け
れ
ば
、
忠
興
は
「
立
允
を
御
つ
れ
候
而
、

京
へ
御
引
籠
可
在
之
」
と
の
考
え
も
持
っ
て
い
た
ら
し
く
、
忠
利
は
大
事
に
至
ら
ず

決
着
し
た
こ
と
に
安
堵
し
た
（『
細
川
』15-1442

）。

　

立
允
は
既
に
五
月
二
〇
日
に
八
代
を
出
立
し
て
い
た
。
し
か
し
道
中
で
煩
い
、
山

城
吉
田
に
逗
留
し
て
静
養
す
る
。
よ
う
や
く
八
月
二
日
に
同
地
を
発
ち
、
同
二
一
日

に
は
江
戸
に
到
着
（『
細
川
』25-5445

）。
病
状
回
復
を
待
ち
九
月
五
日
に
老
中
へ

申
入
れ
（『
細
川
』25-5457

・5458

）、
一
一
日
に
家
光
へ
の
拝
謁
が
決
定
（『
県
史
』

近
世2-p. 319

～320

）、
二
〇
日
に
西
丸
黒
書
院
に
て
目
見
得
が
叶
う
。
こ
れ
を
機
に

束
髪
し
、
中
務
大
輔
と
称
す
る
。
名
も
立
孝
と
改
め
た
と
さ
れ
る
。

三
　
興
孝
知
行
分
の
問
題

　

一
〇
月
二
六
日
、有
馬
豊
氏
が
忠
興
に
興
孝
の
こ
と
に
関
す
る
申
し
入
れ
を
行
い
、

（
12
）

（
13
）

（
14
）

（
15
）

（
細
川
忠
興
）

（
細
川
立
允
）

（
16
）

（
17
）
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そ
の
口
上
書
を
柳
生
宗
矩
が
忠
利
に
渡
し
て
い
る
。
忠
利
は
明
日
そ
れ
を
興
孝
に
伝

え
る
と
述
べ
て
い
る
（『
細
川
』25-5480

）。
詳
細
は
不
明
だ
が
、
そ
の
後
の
動
き

を
み
る
と
、
興
孝
の
処
遇
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
有
馬
・
柳
生
が
間
に
立
と
う
と

し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

翌
二
七
日
、
興
孝
は
忠
利
の
家
臣
津
川
辰
珍
ら
に
七
ヶ
条
の
要
望
を
伝
え
る
（「
永

青
」108.2

三
十
二
番
５
一
門
６
）。
お
そ
ら
く
右
の
動
き
を
う
け
て
の
も
の
で
あ
ろ

う
。
一
ヶ
条
目
で
は
、
知
行
二
万
五
〇
〇
〇
石
を
与
え
ら
れ
て
き
た
が
、「
従
八
代

爰
元
へ
参
候
銀
子
わ
つ
か
の
儀
ニ
御
座
候
」
と
不
満
を
述
べ
、
忠
興
に
自
ら
の
分
の

知
行
を
残
ら
ず
渡
す
よ
う
頼
ん
で
ほ
し
い
と
求
め
る
。
二
ヶ
条
目
は
借
金
等
の
目
録

を
提
出
す
る
こ
と
、
三
ヶ
条
目
は
借
金
が
片
付
く
ま
で
は
「
諸
御
役
目
幷
人
持
申
儀

成
間
敷
事
」
と
し
て
お
り
、
や
は
り
興
孝
の
借
財
が
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

四
ヶ
条
目
以
降
は
熊
本
下
向
に
関
す
る
こ
と
で
、
京
都
で
の
逗
留
、
下
向
時
の
供
連

れ
、
大
坂
よ
り
の
乗
舟
、
熊
本
で
の
居
所
の
手
配
を
求
め
る
。

　

一
番
の
難
題
は
興
孝
に
与
え
ら
れ
て
い
る
は
ず
の
知
行
の
扱
い
で
あ
る
。
本
来
的

に
は
忠
利
に
進
止
権
が
あ
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
忠
興
の
権
限
が
強
く
及
ぼ

さ
れ
て
い
る
。
細
川
家
の
人
々
は
、
忠
興
の
機
嫌
を
損
ね
る
こ
と
を
怖
れ
、
誰
も
こ

の
問
題
を
申
し
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

忠
利
は
、
興
孝
か
ら
の
取
成
し
の
要
望
に
対
し
て
、「
知
行
か
へ
り
候
や
う
ニ
」

直
接
忠
興
に
言
え
ば
よ
か
ろ
う
と
返
答
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
で
興
孝
は
不

信
感
を
抱
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
忠
利
は
誓
文
を
作
成
し
、
無
理
な
こ
と
を
言
っ
て

い
る
と
は
わ
か
っ
て
い
る
が
、
そ
の
ま
ま
忠
利
が
取
り
持
つ
と
却
っ
て
忠
興
の
機
嫌

を
損
ね
る
と
判
断
し
控
え
て
い
る
の
だ
と
弁
解
す
る
。
こ
の
誓
文
の
な
か
で
は
、
こ

れ
ま
で
興
孝
に
対
し
て
悪
い
よ
う
に
し
た
こ
と
は
な
い
と
い
い
、
忠
興
か
ら
何
ら
か

の
沙
汰
が
あ
る
か
と
待
っ
て
い
る
の
だ
と
述
べ
る
。
興
孝
は
ひ
と
ま
ず
納
得
し
た
よ

う
で
あ
る
（『
綿
考
』3-p. 282

）。

　

忠
興
は
一
一
月
一
八
日
に
暇
を
賜
り
、
翌
日
御
礼
に
登
城
す
る
。
依
然
と
し
て
興

孝
知
行
分
に
関
す
る
沙
汰
は
な
い
。
一
一
月
二
九
日
朝
、
忠
興
邸
に
て
賜
暇
の
際
に

拝
領
し
た
掛
物
「
俊
成
定
家
一
紙
両
筆
」
の
披
露
目
の
会
が
催
さ
れ
る
。
忠
利
も
出

席
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
取
次
の
老
中
の
酒
井
忠
勝
と
柳
生
宗
矩
・
有
馬
豊
氏

が
招
か
れ
て
い
た
が
、
飛
入
り
で
堀
田
正
盛
が
有
馬
に
代
わ
り
参
加
す
る
こ
と
に
な

る
。
一
件
の
関
係
者
が
揃
う
会
で
あ
っ
た
（『
細
川
』7-1604

）。

　

こ
の
日
、
興
孝
は
忠
利
に
対
し
て
詫
状
を
提
出
し
て
い
る
（「
永
青
」108.2

三
十

二
番
２
一
門
３
）。
そ
れ
に
よ
れ
ば
忠
利
は
存
じ
よ
ら
な
い
こ
と
で
忠
興
を
立
腹
さ

せ
た
の
だ
と
い
う
。
朝
の
茶
会
で
の
出
来
事
で
あ
ろ
う
。
推
測
を
交
え
つ
つ
整
理
す

る
と
、
経
緯
は
次
の
通
り
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

知
行
に
つ
い
て
の
要
望
を
忠
利
経
由
で
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
興
孝
は
、

兄
立
孝
に
も
相
談
す
る
が
や
は
り
上
申
し
て
も
ら
う
こ
と
は
で
き
ず
、
忠
興
か
ら
の

沙
汰
を
待
つ
こ
と
に
し
て
い
た
。
そ
こ
に
「
世
上
之
御
沙
汰
」
を
耳
に
し
た
柳
生
宗

矩
が
、
こ
の
件
を
忠
興
に
伝
え
よ
う
と
言
っ
て
き
た
の
で
、
こ
れ
で
解
決
す
る
と
期

待
し
て
い
た
。
柳
生
宗
矩
は
こ
の
二
九
日
の
茶
会
の
場
で
忠
興
に
伝
え
た
の
で
あ
ろ

う
。
忠
興
は
、
興
孝
の
要
望
と
は
知
ら
ず
、
忠
利
が
「
壱
人
之
御
肝
煎
」
で
柳
生
宗

矩
に
働
き
か
け
た
も
の
と
受
け
取
り
、
そ
の
た
め
忠
利
は
予
期
せ
ず
怒
り
を
買
う
こ

と
に
な
っ
た
。
慌
て
た
興
孝
は
、「
知
行
之
儀
柳
生
但
馬
殿
へ
つ
い
ニ
不
申
入
」
な

ど
と
立
孝
ま
で
断
り
を
入
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
が
今
度
は
忠
利
の
機
嫌
を
損
ね

た
の
で
あ
ろ
う
、
事
前
に
忠
利
の
意
見
を
聞
か
ず
に
行
動
し
た
不
調
法
を
謝
罪
す
る

の
で
あ
る
。

　

忠
興
の
江
戸
出
立
を
翌
日
に
控
え
た
閏
一
一
月
四
日
、
興
孝
は
忠
利
に
対
し
て
、

忠
興
か
ら
知
行
を
渡
す
と
の
御
意
が
あ
っ
た
か
確
認
し
て
い
る
。
ま
た
先
日
、「
豊

前
ニ
而
之
御
書
出
シ
」
を
提
出
し
た
が
、
そ
れ
で
解
決
す
る
だ
ろ
う
か
と
も
尋
ね
て

い
る
。
さ
ら
に
、
柳
生
宗
矩
が
忠
興
に
伝
え
た
際
、「
必
御
渡
可
被
下
旨
」
の
御
意

が
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
再
度
宗
矩
へ
照
会
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
（「
永
青
」108.2

三
十
二
番
４
一
門
５
）。
し
か
し
、
忠
興
の
在
江
戸
中
に
は
解
決
に
至
ら
ず
、
閏
一

（
宗
矩
）
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一
月
五
日
に
忠
興
は
江
戸
を
出
立
し
、
同
一
七
日
に
山
城
吉
田
に
到
着
、
同
地
に
逗

留
し
越
年
す
る
。

　

一
二
月
七
日
、
忠
利
は
証
人
奉
行
牧
野
信
成
ら
に
、
興
孝
家
臣
の
妻
子
が
熊
本
に

赴
く
際
の
道
中
の
切
手
を
求
め
る
（『
細
川
』25-5514

）。
出
立
は
当
初
年
内
の
予

定
で
あ
っ
た
が
、
発
病
の
た
め
延
引
し
（『
細
川
』12-1013

）、
翌
一
七
年
正
月
四

日
と
な
る
。
道
中
で
も
散
々
煩
い
、
よ
う
や
く
二
月
四
日
に
伏
見
に
到
る
。
興
孝
は

吉
田
逗
留
中
の
忠
興
の
も
と
に
使
い
を
立
て
様
子
を
う
か
が
っ
た
。

　

懸
案
の
知
行
に
つ
い
て
は
、
忠
興
か
ら
の
「
御
渡
被
成
御
沙
汰
」
は
な
く
、
側
の

者
か
ら
も
「
不
存
由
」
の
返
答
で
あ
っ
た
。
ま
た
興
孝
は
、「
御
せ
い
こ
ん
之
義
ニ

而
ハ
御
座
候
ヘ
共
、此
度
一
お
う
御
侘
言
申
上
、若
御
ゆ
る
さ
れ
も
可
有
御
座
か
と
」、

京
都
に
隠
棲
す
る
兄
休
無
（
細
川
忠
隆
）
や
清
巌
宗
渭
（
大
徳
寺
高
桐
院
主
）
を
頼

る
が
、「
一
言
の
御
侘
言
被
仰
儀
も
不
被
為
成
由
」
と
の
反
応
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で

内
証
か
ら
、
浄
勝
院
（
吉
田
兼
治
室
・
細
川
藤
孝
女
）・
万
（
烏
丸
光
賢
室
・
細
川

忠
興
女
）
を
通
じ
て
詫
び
を
入
れ
よ
う
と
す
る
が
、
お
そ
ら
く
不
首
尾
に
終
わ
っ
た

（「
永
青
」
神
新
番
外
70
）。

　

興
孝
か
ら
右
の
報
告
を
受
け
た
忠
利
は
、
二
月
一
六
日
付
の
書
状
で
、
知
行
の
件

は
八
代
の
留
守
居
に
連
絡
す
る
と
よ
い
。
忠
興
が
柳
生
宗
矩
・
有
馬
豊
氏
に
興
孝
へ

知
行
を
渡
す
と
語
っ
た
こ
と
は
事
実
な
の
で
安
心
す
る
よ
う
に
と
伝
え
て
い
る（『
綿

考
』6-p. 305

～306

）。
そ
の
後
、
知
行
は
一
万
石
が
戻
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、

関
係
修
復
は
な
ら
ず
、
興
孝
は
失
意
の
う
ち
に
熊
本
へ
向
か
う
の
で
あ
る
。

四
　
新
収
史
料

　

新
収
史
料
Ⅰ
の
忠
利
書
状
は
、
九
州
へ
向
か
う
興
孝
の
二
月
二
八
日
付
書
状
へ
の

返
事
で
あ
る
。
興
孝
か
ら
の
書
状
も
写
し
が
八
代
の
松
井
文
庫
に
残
さ
れ
て
い
る
の

で
、
併
せ
て
次
に
掲
げ
る
。

〔
関
連
史
料
〕
細
川
興
孝
書
状
写
（『
松
井
』14-2490

）

　
　

已
上

謹
而
致
言
上
候
、
私
儀
内
々
如
申
上
、
御
国
へ
参
候
ハ
ヽ
、
知
行
を
も
指
上
ケ
可
申

と
奉
存
候
、
常
々
不
調
法
者
故
、　

三
齋
様
蒙
御
勘
気
申
ニ
付
、
中
務
と
替
申
儀
、

諸
人
存
候
処
、
面
目
も
無
御
座
候
、
と
な
た
を
御
恨
共
不
奉
存
候
ヘ
ハ
、
可
申
上
様

ハ
無
御
座
候
、
江
戸
ニ
而
男
を
も
や
め
、
如
何
様
に
も
罷
成
可
申
か
と
奉
存
候
へ
共
、

御
籏
下
と
申
、
又
ハ　

三
齋
様
・
越
中
様
御
外
聞
と
奉
存
、
是
迄
罷
下
申
候
、
御
国

へ
着
仕
、
知
行
を
も
差
上
ケ
可
申
と
奉
存
候
へ
と
も
、
左
様
ニ
御
座
候
而
ハ
、
御
両

殿
様
御
あ
て
か
い
も
悪
敷
候
而
加
様
ニ
も
御
座
候
か
と
、
世
間
之
御
沙
汰
も
如
何
ニ

奉
存
、
船
中
ニ
而
か
し
ら
を
切
申
候
、
此
上
者
猶
々
御
影
を
奉
守
候
間
、
少
々
御
扶

持
方
等
被
為
拝
領
、
御
国
の
は
し
ニ
罷
有
候
ハ
ヽ
忝
可
奉
存
候
、
御
両
殿
様
へ
御
奉

公
仕
儀
、
き
ら
い
申
に
て
ハ
聊
以
無
御
座
候
、
具
成
儀
ハ
四
良
右
衛
門
殿
迄
申
上
候
、

委
曲
阿
部
弥
一
右
衛
門
・
大
嶋
彦
右
衛
門
方
可
被
申
上
候
、
此
等
之
趣
可
預
御
披
露

候
、
恐
々
謹
言

　
　
　
　
　
　
　
　

刑
部
少
輔

　
　

二
月
廿
八
日　
　
　
　

在
判

　

越
中
所
へ
之
状
ノ
写

　
　

坂
崎
内
膳
殿

〔
新
収
史
料
Ⅰ
〕
細
川
忠
利
書
状
（
請
求
記
号0855-3

）

　
　

 

尚
々
、
四
郎
右
衛
門
ハ
存
命
不
定
ニ
煩
ニ
候
、
此
度
ハ
大
事
た
る
へ
き
か
と
気

遣
申
候
、
以
上

二
月
廿
八
日
之
書
状
、
日
和
悪
敷
、
又
道
ニ
水
出
候
故
お
そ
く
飛
脚
参
候
、
其
方
事

三
齋
様
蒙
御
勘
気
を
中
務
と
替
義
、
面
目
も
無
之
ニ
付
而
、
船
中
ニ
而
か
し
ら
を
切

被
申
候
、
此
上
者
猶
々
頼
候
間
、
国
ニ
而
少
之
扶
持
に
て
居
被
申
候
ハ
ヽ
可
忝
由
、

承
届
候
、
肥
後
所
へ
之
状
も
見
申
候
、
国
へ
着
候
て
か
ら
何
か
と
候
ヘ
ハ
、
我
等
仕

様
も
如
何
と
他
国
ニ
存
候
て
ハ
と
被
存
、
船
中
ニ
而
如
此
之
段
、
聞
届
申
候
、
頓
而

可
下
候
間
、
其
刻
可
申
候
、
無
了
簡
儀
ニ
候
、
恐
々
謹
言

（
18
）

（
細
川
忠
興
）

（
細
川
立
孝
）

（
細
川
忠
利
）

（
津
川
辰
珍
）

（
細
川
興
孝
）

（
寛
永
一
七
年
）

（
成
方
）

（
津
川
辰
珍
）

（
細
川
忠
興
）

（
細
川
立
孝
）

（
細
川
光
尚
）
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越

　
　

三
月
廿
三
日　
　
　
　
　

忠
利
（
花
押
）

　
　
　
　

刑
部
殿

　
　
　
　
　
　

返
事

　

興
孝
は
人
質
が
交
代
と
な
っ
た
こ
と
を
面
目
な
く
思
い
、
頭
を
丸
め
て
知
行
を
返

上
す
る
。
将
軍
膝
下
の
江
戸
、
あ
る
い
は
熊
本
に
下
着
し
た
の
ち
な
ら
ば
、
忠
興
・

忠
利
の
外
聞
に
関
わ
る
か
と
慮
り
、
船
中
で
剃
髪
し
た
の
だ
と
い
う
。
あ
え
て
船
中

で
剃
髪
に
及
ん
だ
こ
と
で
、
い
か
な
る
効
果
が
期
待
で
き
る
と
考
え
た
の
か
は
測
り

が
た
い
。
感
情
を
抑
え
き
れ
ず
に
髪
を
お
ろ
し
て
し
ま
い
、
後
づ
け
で
そ
れ
ら
し
い

理
由
を
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
を
知
っ
た
忠
利
は
、「
無
了

簡
儀
」
と
の
所
感
を
伝
え
る
の
で
あ
る
。

　

興
孝
は
三
月
一
〇
日
頃
に
豊
後
鶴
崎
に
着
船
し
、
一
五
日
に
同
地
を
出
立
（「
熊

大
松
井
」
冊
子254

）、
二
一
日
晩
に
熊
本
に
至
る
。
仮
の
居
所
は
高
麗
門
外
の
安
国

寺
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
到
着
後
す
ぐ
に
、「
召
仕
候
侍
共
大
勢
」
の
扶
持
を
放
つ

こ
と
を
決
定
す
る
（『
松
井
』3-539

・6-1209

）。

　

熊
本
に
い
た
光
尚
は
、
参
勤
の
た
め
二
月
二
六
日
に
出
立
、
三
月
一
二
日
大
坂
に

着
船
し
（『
松
井
』6-1052

）、
三
月
二
七
日
に
江
戸
に
至
る
。
興
孝
と
は
入
れ
違
い

と
な
っ
た
。
新
収
史
料
Ⅱ
の
光
尚
書
状
は
、
熊
本
に
着
い
た
興
孝
の
三
月
末
頃
の
飛

札
に
答
え
た
も
の
で
あ
る
。

〔
新
収
史
料
Ⅱ
〕
細
川
光
尚
書
状
（
請
求
記
号0855-4

）

　
　

尚
々
、
此
ふ
ミ
火
中
〳
〵
、
以
上

飛
脚
参
候
間
申
候
、
御
手
前
之
事
越
中
様
き
こ
し
め
し
、
御
気
嫌
少
も
あ
し
く
無
之
、

か
様
ニ
可
有
之
と
思
召
候
由
ニ
而
候
ま
ゝ
、
少
も
御
気
遣
有
ま
し
く
候
、
先
此
事
御

さ
た
有
ま
し
く
候
、
弥
此
上
ハ　

越
中
様
次
第
と
思
召
尤
ニ
存
候
、
い
よ
〳
〵
様
子

承
合
可
申
入
候
、
貴
殿
御
息
災
候
哉
、
御
気
色
程
承
度
候
、
越
中
様
も
一
段
御
無
事

ニ
御
座
候
、
将
又
御
母
儀
様
一
段
御
そ
く
さ
い
の
御
事
ニ
候
、
貴
殿
之
様
子
も
具
ニ

五
郎
大
夫
ニ
迄
申
候
、
其
外
爰
元
別
条
無
之
候
、
猶
跡
ゟ
可
申
入
候
、
恐
々
謹
言

　
　
　
　
　
　
　
　

肥
後
守

　
　

卯
月
十
六
日　
　
　

（
花
押
）

　
　
　
　
　
　

封
之
印
（
印
）

　
　
　

細
刑
部
様

　
　
　
　
　
　

御
宿
所

　

江
戸
・
熊
本
間
は
半
月
あ
れ
ば
手
紙
が
到
着
す
る
こ
と
か
ら
、
二
月
末
の
手
紙
の

返
事
が
到
来
し
な
い
こ
と
を
不
安
に
感
じ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
時

点
で
は
既
に
興
孝
が
家
臣
・
従
者
を
大
勢
召
し
放
っ
た
こ
と
も
江
戸
に
伝
わ
っ
て
い

る
が
、
そ
の
処
分
へ
の
反
応
も
気
に
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
忠
利
の
機
嫌
を

案
じ
る
興
孝
に
対
し
て
、
光
尚
は
何
ら
気
遣
い
に
及
ば
な
い
と
返
答
し
た
。
実
際
、

同
日
付
の
家
老
松
井
興
長
宛
の
光
尚
書
状
に
は
、「
刑
部
少
儀
、
越
中
様
聞
召
、
わ

か
げ
之
儀
ニ
候
へ
ど
も
、
此
し
か
た
も
却
而
尤
と
思
召
由
候
、
も
ハ
や
か
た
づ
き
候

間
、
其
分
ニ
候
、
今
一
人
之
人
ゟ
ハ
ま
し
ニ
候
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（『
松
井
』

3-568

）。

　

と
こ
ろ
で
、
本
書
状
に
は
差
出
・
充
所
の
間
に
「
封
之
印
」
と
し
て
光
尚
の
ロ
ー

マ
字
印
が
押
さ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。「
封
之
印
」
は
食
品
・
薬
品
や
貴
重

品
の
送
付
時
に
、
品
物
の
封
印
と
照
合
で
き
る
よ
う
に
押
さ
れ
る
も
の
で
、
書
状
に

も
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
本
書
状
に
は
特
段
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に

は
見
受
け
ら
れ
な
い
が
、
尚
々
書
に
も
「
火
中
〳
〵
」
と
あ
る
よ
う
に
、
他
に
知
ら

れ
る
べ
き
で
は
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
同
日
付
で
、
国
許
の
家
老
衆
に
「
刑
部

存
分
尤
」と
伝
え
た
忠
利
書
状
に
は
、「
我
等
か
様
ニ
申
と
不
及
申
」な
ど
と
あ
る
が
、

そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
（『
松
井
』6-1209

）。

　

以
上
の
よ
う
に
、
新
収
史
料
Ⅰ
・
Ⅱ
は
、
八
代
の
隠
居
忠
興
の
「
家
」
を
追
わ
れ

た
興
孝
が
、
当
主
忠
利
な
ら
び
に
次
期
当
主
光
尚
か
ら
熊
本
で
の
存
在
を
認
め
ら
れ

る
時
期
の
も
の
で
あ
る
。
後
に
一
門
家
老
と
な
る
刑
部
家
に
お
い
て
、
そ
の
成
り
立

（
寛
永
一
七
年
）

（
細
川
）

（
細
川
興
孝
）

（
19
）

（
細
川
忠
利
）

（
清
田
氏
）

（
清
田
）

（
細
川
光
尚
）

（
寛
永
一
七
年
）

（
細
川
興
孝
）

（
細
川
興
孝
）

（
細
川
忠
利
）

（
20
）
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ち
に
関
わ
る
文
書
と
し
て
重
要
な
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

五
　
そ
の
後
の
興
孝
と
細
川
家

　

忠
利
は
五
月
一
八
日
に
江
戸
を
出
立
し
、
六
月
一
二
日
に
熊
本
に
帰
着
し
た
。
七

月
一
一
日
、
興
孝
に
忠
興
か
ら
戻
さ
れ
た
知
行
一
万
石
と
家
臣
分
一
〇
〇
〇
石
余
を

受
け
取
る
の
は
嫌
か
と
尋
ね
る
。
興
孝
は
、
忠
利
の
御
諚
の
通
り
「
頭
を
も
立
」
る

こ
と
に
す
る
が
、
と
り
あ
え
ず
二
、
三
年
の
間
は
扶
持
方
で
十
分
で
、
二
五
〇
人
扶

持
ほ
ど
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
と
返
答
す
る
。そ
し
て
、「
痛
者
」で
あ
る
か
ら
、

そ
の
間
は
在
郷
で
ゆ
っ
く
り
し
た
い
と
希
望
す
る
。
ま
た
、
忠
利
の
求
め
を
受
け
て
、

家
中
の
借
金
に
つ
い
て
も
書
上
げ
た
（『
綿
考
』3-p. 285

～287

）。

　

忠
利
は
こ
れ
ら
の
旨
を
了
承
し
、
興
孝
の
希
望
に
若
干
上
乗
せ
し
た
三
〇
〇
人
扶

持
を
与
え
（『
綿
考
』3-p. 287

～288

）、
菊
池
郡
隈
府
を
居
所
と
す
る
よ
う
命
じ
た

（「
永
青
」108.2

三
十
二
番
１
一
門
２
）。
興
孝
の
家
臣
の
一
部
は
忠
利
に
召
し
出

さ
れ
、
そ
の
扶
持
に
は
興
孝
が
差
し
上
げ
た
知
行
の
一
部
が
充
て
ら
れ
た
。
知
行
分

の
残
り
は
借
金
返
済
に
回
さ
れ
る
。
九
月
一
八
日
、
興
孝
は
修
理
が
加
え
ら
れ
た
隈

府
の
御
茶
屋
へ
引
越
し
た
（「
永
青
」4.2.113.4

・「
熊
大
松
井
」
冊
子254

）。

　

こ
う
し
て
興
孝
は
無
事
に
熊
本
で
庇
護
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
忠
利
は
翌
寛
永

一
八
年
三
月
に
病
没
す
る
。
興
孝
と
兄
寄
之
は
、
在
府
中
の
光
尚
の
名
代
と
し
て
火

葬
後
に
骨
を
拾
い
、
菩
提
寺
に
納
め
て
焼
香
を
行
っ
た
（『
松
井
』11-2173

）。

　

そ
れ
か
ら
約
四
年
後
の
正
保
二
（
一
六
四
五
）
年
閏
五
月
、
立
孝
が
父
に
先
立
つ
。

ま
た
、
忠
興
も
病
床
に
つ
い
た
。
九
月
に
興
孝
は
容
態
を
伺
う
た
め
八
代
の
近
所
ま

で
赴
く
。
そ
れ
を
耳
に
し
た
忠
興
は
興
孝
を
呼
び
寄
せ
、
懇
ろ
に
言
葉
を
か
け
、
肩

衣
・
袴
を
与
え
た
。
一
見
す
る
と
融
和
的
な
場
面
で
は
あ
る
が
、
興
孝
か
ら
報
告
を

受
け
た
光
尚
は
、「
最
前
之
首
尾
と
相
違
、存
之
外
之
儀
候
、弥
三
斎
様
御
老
耄
之
験
、

世
間
へ
可
存
と
無
是
非
仕
合
候
」
と
返
答
し
て
い
る
。
こ
の
対
面
は
冷
や
や
か
に
受

け
止
め
ら
れ
て
い
た
。

　

同
年
一
二
月
二
日
に
忠
興
も
息
を
引
き
取
る
。
そ
れ
を
う
け
て
八
代
の
隠
居
領
を

中
心
と
す
る
独
立
し
た
分
家
大
名
家
創
出
と
い
う
思
惑
は
、
光
尚
に
よ
っ
て
阻
止
さ

れ
る
。
忠
興
は
遺
言
を
残
し
置
い
た
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
光
尚
が
八
代
に
派
遣
し
た

家
臣
は
、「
御
正
気
ニ
而
御
遺
言
被
仰
置
た
る
ニ
而
者
無
御
座
候
」と
報
告
し
て
い
る
。

ま
た
、
高
六
万
石
で
の
独
立
の
根
拠
と
な
る
は
ず
の
忠
興
・
忠
利
間
の
覚
書
も
、
そ

れ
を
実
見
し
た
者
に
よ
れ
ば
、「
御
書
物
之
口
」
は
同
心
し
た
と
の
内
容
だ
が
、「
奥

の
御
書
物
」
は
全
く
証
文
に
な
ら
な
い
よ
う
な
も
の
で
、
こ
れ
を
忠
興
が
「
以
来
之

証
文
」
と
し
て
取
り
置
い
て
い
た
の
も
不
審
だ
と
言
っ
て
い
る
と
い
う
（「
永
青
」

4.5.54

）。
幕
閣
も
遺
言
の
効
力
を
認
め
ず
、
ま
た
八
代
の
地
理
的
重
要
性
も
踏
ま
え
、

立
孝
の
遺
児
宮
松
丸
（
行
孝
）
は
三
万
石
で
宇
土
に
移
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

忠
興
の
管
理
下
に
残
さ
れ
て
い
た
興
孝
知
行
の
未
返
却
分
は
、
遺
言
に
よ
り
近
臣

村
上
景
則
（
長
岡
河
内
）
に
譲
ら
れ
る
と
の
説
も
流
れ
る
（『
松
井
』13-2345

）。

し
か
し
、
先
述
の
よ
う
に
遺
言
は
無
効
化
さ
れ
、
村
上
景
則
も
退
去
す
る
。
光
尚
は

正
保
三
年
七
月
に
熊
本
古
京
町
に
て
興
孝
に
屋
敷
を
与
え
（「
永
青
」4.7.55

）、
ま

た
同
年
八
月
六
日
付
の
知
行
所
付
目
録
に
よ
り
知
行
地
を
確
定
し
、
同
年
九
月
八
日

付
の
判
物
に
て
知
行
二
万
五
〇
〇
〇
石
を
与
え
た
。
知
行
所
付
目
録
は
現
在
八
代
市

立
博
物
館
未
来
の
森
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
収
蔵
さ
れ
て
お
り
（476

号
、
奉
行
三
名
連

署
・
光
尚
ロ
ー
マ
字
青
印
を
捺
す
）、
判
物
は
旧
細
川
刑
部
邸
に
寄
贈
さ
れ
て
い
る

（
花
岡
興
輝
氏「
細
川
興
孝
と
刑
部
家
の
成
立
の
事
情
」（
前
掲
）の
付
記
で
も
紹
介
）。

い
ず
れ
も
刑
部
家
に
伝
来
し
た
史
料
で
あ
る
。
知
行
目
録
は
所
領
の
村
々
と
高
を
書

き
上
げ
た
も
の
で
あ
る
が
、
右
肩
に
「
現
高
」
が
書
き
添
え
ら
れ
て
い
る
。
寛
永
一

六
年
以
前
の
旧
領
が
回
復
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

再
び
知
行
を
与
え
ら
れ
た
興
孝
の
藩
政
に
お
け
る
立
場
は
十
分
に
検
討
で
き
て
い

な
い
が
、
数
少
な
い
一
門
と
し
て
一
定
の
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

正
保
四
年
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
使
節
船
来
航
時
に
は
長
崎
へ
出
陣
す
る
。
承
応
元
（
一
六

五
二
）
年
に
三
男
興
知
、
寛
文
二
（
一
六
六
二
）
年
に
四
男
興
政
を
証
人
と
し
て
江

（
21
）

（
細
川
忠
興
）

（
22
）

（
23
）
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戸
に
差
し
出
す
（「
永
青
」4.7.55

）。
寛
文
四
年
に
隠
居
し
、
立
白
と
名
乗
り
、
飽

田
郡
井
芹
村
に
居
住
す
る
。
延
宝
七
（
一
六
七
九
）
年
に
六
三
歳
に
て
没
し
た
。

　

本
稿
で
は
、
新
収
史
料
の
位
置
づ
け
を
、
そ
れ
に
関
わ
る
人
び
と
の
人
物
像
と
相

互
関
係
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
検
討
し
て
き
た
。
あ
く
ま
で
個
別
的
な
事
情
に
よ
っ
て

規
定
さ
れ
る
部
分
が
大
き
い
も
の
の
、
親
子
関
係
の
破
綻
に
よ
る
人
質
交
代
、
証
人

と
し
て
の
在
府
・
目
見
得
と
別
家
大
名
化
、
庶
子
知
行
分
に
対
す
る
権
限
の
所
在
、

役
目
を
果
た
す
こ
と
の
で
き
な
い
庶
子
の
処
遇
な
ど
に
つ
い
て
、
一
件
の
経
過
の
な

か
で
具
体
的
に
示
し
た
。
し
か
し
、
一
事
例
の
分
析
に
過
ぎ
ず
、
ま
た
史
料
的
な
制

約
の
た
め
に
、
特
に
幕
府
側
の
認
識
や
方
針
等
に
つ
い
て
は
不
十
分
な
分
析
に
止

ま
っ
て
い
る
。
他
の
事
例
と
の
比
較
を
通
し
て
、
共
通
面
や
特
殊
性
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
課
題
で
あ
る
。

〔
注
〕

（
１
）　
『
綿
考
輯
録
』（
出
水
叢
書
）
三
・
忠
興
公
（
下
）、
同
六
・
忠
利
公
（
下
）。

（
２
）　
『
年
報
熊
本
近
世
史
』
平
成
四
・
五
年
度
合
併
号
、
一
九
九
四
、
の
ち
花
岡
興
輝
著

作
撰
集
刊
行
会
編
『
花
岡
興
輝
著
作
撰
集
』
熊
本
県
文
化
財
保
護
協
会
、
二
〇
〇
五
。

（
３
）　
『
新
宇
土
市
史
』
通
史
編
二
（
宇
土
市
、
二
〇
〇
七
）、
第
三
章
な
ど
。

（
４
）　

在
原
昭
子
「
江
戸
幕
府
証
人
制
度
の
基
礎
的
考
察
」（『
学
習
院
大
学
史
料
館
紀
要
』

二
、一
九
八
四
）。
野
口
朋
隆
『
近
世
分
家
大
名
論
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
一
。
同
『
江

戸
大
名
の
本
家
と
分
家
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
一
。

（
５
）　

熊
本
大
学
附
属
図
書
館
寄
託
。
目
録
は
熊
本
大
学
文
学
部
附
属
永
青
文
庫
研
究
セ

ン
タ
ー
編
『
熊
本
大
学
寄
託
永
青
文
庫
資
料　

総
目
録
』
全
四
巻
（
二
〇
一
五
）
に

よ
る
。
一
部
、
本
所
で
撮
影
し
た
内
部
作
業
用
の
写
真
を
用
い
た
。

（
６
）　

主
に
西
山
禎
一
「
中
津
・
八
代
給
人
に
関
す
る
一
考
察
」（『
熊
本
史
学
』

四
三
、一
九
七
四
）、
宮
崎
克
則
『
大
名
権
力
と
走
り
者
の
研
究
』（
校
倉
書
房
、

一
九
九
五
）、
吉
村
豊
雄
『
近
世
大
名
家
の
権
力
と
領
主
経
済
』（
清
文
堂
出
版
、

二
〇
〇
一
）
に
よ
る
。

（
７
）　

本
稿
で
は
立
孝
を
五
男
、
寄
之
を
六
男
、
興
孝
を
七
男
と
し
て
扱
う
が
、
若
干
の

説
明
を
要
す
る
。
ま
ず
、
早
世
し
た
千
丸
の
扱
い
で
あ
る
。『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
な

ど
は
千
丸
を
数
え
ず
立
孝
を
四
男
と
す
る
の
に
対
し
、
細
川
家
内
の
系
譜
で
は
千
丸

が
入
る
こ
と
が
多
い
。
本
稿
で
は
千
丸
を
入
れ
た
数
を
用
い
る
。
次
に
、
寄
之
・
興

孝
の
出
生
順
で
あ
る
。
流
布
し
て
い
る
系
図
の
記
載
順
か
ら
興
孝
↓
寄
之
の
順
と
み

ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
寄
之
は
元
和
二
年
四
月
生
（「
熊
本
藩
世
系
」「
松
井
家
先
祖

由
来
附
」
な
ど
）、
元
和
三
年
四
月
生
（『
綿
考
輯
録
』
な
ど
）
の
両
説
が
あ
り
、
こ

れ
は
興
孝
（
元
和
三
年
正
月
生
）
と
の
前
後
に
関
わ
る
。
以
下
の
三
点
か
ら
寄
之
↓

興
孝
の
順
で
あ
る
と
推
定
で
き
る
。
①
六
男
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
寄
之
の
肖
像
画

賛
に
は
「
第
五
令
子
」
と
あ
る
（
八
代
市
立
博
物
館
未
来
の
森
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
『
松

井
家
三
代
』、
一
九
九
五
、
作
品
番
号
四
九
）。
②
「
子
飼
系
譜
」（「
永
青
」4.7.55

）

は
興
孝
を
第
七
子
と
す
る
。
③
元
和
四
年
末
の
忠
利
書
状
（『
松
井
』12-2288

）
は

立
孝
（
お
ほ
ん
）・
寄
之
（
お
い
わ
）・
興
孝
（
て
ん
）
の
順
で
名
前
を
あ
げ
る
。
そ

し
て
、
江
戸
へ
の
人
質
に
つ
い
て
「
お
ほ
ん
か
お
い
わ
江
戸
へ
参
候
者
、
見
立
ニ
小

倉
へ
参
候
ハ
ん
と
存
候
へ
と
も
、
お
て
ん
ハ
ち
い
さ
く
候
間
、
未
我
等
を
見
し
る
ま

し
く
候
間
」
と
記
す
。
な
お
、『
細
川
』
の
人
名
注
は
立
孝
を
四
男
、
寄
之
・
興
孝
を

六
男
と
し
て
お
り
、
訂
正
を
要
す
る
。

（
８
）　

林
千
寿
「
松
井
興
長
・
寄
之
と
細
川
藩
」（
八
代
市
立
博
物
館
未
来
の
森
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
『
松
井
家
三
代
』
一
九
九
五
）、
同
「
松
井
家
は
八
代
城
主
か
城
代
か
？
」（
同

館
『
八
代
城
主
松
井
家
の
名
宝
』
二
〇
一
〇
）。

（
９
）　

光
永
文
熙
校
注
「
立
孝
公
行
孝
公
有
孝
公
御
三
代
記　

付
宗
中
覚
書
」（『
宇
土
市

史
研
究
』
一
〇
、一
九
八
九
）。「
森
下
氏
所
蔵
文
書
」（『
熊
本
県
史
料
』
中
世
篇
四
）

九
―
八
号
は
御
部
屋
領
に
関
す
る
も
の
か
（
う
と
学
資
料
室
架
蔵
写
真
帳
を
確
認
し

た
）。

（
10
）　

吉
村
豊
雄
『
近
世
大
名
家
の
権
力
と
領
主
経
済
』（
前
掲
注
６
）。

（
11
）　
『
細
川
』13-1207

は
、
寛
永
一
三
年
に
比
定
さ
れ
て
い
る
が
、
一
五
年
が
正
し
い
。

加
々
山
可
政
の
熊
本
下
向
は『
細
川
』25-5072

な
ど
、徳
川
光
貞
疱
瘡
快
癒
は『
細
川
』

25-5189

な
ど
参
照
。

（
12
）　
「
三
斎
公
伝
書
」（
松
山
吟
松
庵
校
註
・
熊
倉
功
夫
補
訂
『
茶
道
四
祖
伝
書
』
思
文

閣
出
版
、
一
九
七
四
）。
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（
13
）　
「
黒
田
殿
子
達
之
様
ニ
」
と
は
、
元
和
九
年
の
黒
田
長
政
三
男
長
興
・
四
男
高
政
の

分
知
を
指
す
。
両
家
は
秋
月
藩
・
東
蓮
寺
藩
と
な
る
。『
福
岡
県
史
』
通
史
編
福
岡
藩

㈠
（
福
岡
県
、
一
九
九
八
）、
第
二
編
第
六
章
参
照
。

（
14
）　

寛
永
二
〇
年
の
酒
井
忠
勝
・
堀
田
正
盛
宛
の
光
尚
書
状
に
、「
越
中
守
時
ゟ
御
両
人

御
取
次
故
」（「
永
青
」107.37.34.1

）
と
あ
る
。
本
史
料
は
山
本
博
文
「
近
世
初
期
の

老
中
発
給
文
書
と
月
番
制
」（『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
』
二
、一
九
九
二
、

の
ち
同
『
江
戸
時
代
の
国
家
・
法
・
社
会
』
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
四
）
に
指
摘
が
あ
る
。

（
15
）　

こ
の
史
料
は
、『
新
宇
土
市
史
』資
料
編
三
―
一
二
四
号
と
し
て
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。

（
16
）　
『
江
戸
幕
府
日
記　

姫
路
酒
井
家
本
』
八
、
寛
永
一
六
年
九
月
二
〇
日
条
。

（
17
）　

有
馬
豊
氏
は
忠
興
と
同
じ
く
千
利
休
の
弟
子
で
あ
っ
た
が
、
豊
臣
秀
吉
没
後
か
ら

両
者
は
不
通
と
な
る
。
有
馬
は
元
和
六
年
に
筑
後
久
留
米
に
入
り
、
細
川
家
が
肥
後

に
移
っ
た
の
ち
和
解
を
持
ち
か
け
る
。
忠
興
は
当
初
難
色
を
示
す
が
、
寛
永
一
二
年

か
ら
交
流
が
み
え
る
よ
う
に
な
る
（『
細
川
』5-1086

）。
忠
利
と
は
近
隣
の
領
主
と

し
て
親
し
い
付
き
合
い
を
し
て
い
る
。

（
18
）　

忠
利
は
新
収
史
料
Ⅰ
と
同
日
付
で
国
許
の
家
老
衆
に
い
く
つ
か
指
示
を
与
え
て
い

る
（『
松
井
』14-2491

）。
そ
れ
に
興
孝
書
状
写
と
新
収
史
料
Ⅰ
写
（『
松
井
』14-

2492

）
を
添
付
し
た
。
こ
の
新
収
史
料
Ⅰ
写
は
原
本
と
字
句
に
若
干
の
相
違
が
あ
る
。

（
19
）　
『
綿
考
』3-p. 285

に
は
二
月
二
五
日
に
播
磨
室
津
で
剃
髪
し
た
と
あ
る
。

（
20
）　
『
松
井
』4-606

・609

、8-1595

な
ど
。『
細
川
』
に
も
散
見
す
る
。
書
状
上
包
の
封

之
印
の
意
味
は
、
送
付
方
法
等
さ
ら
に
事
例
を
蓄
積
し
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
21
）　

七
月
一
三
日
付
覚
書
。
原
本
の
「
永
青
」108.2

三
十
二
番
３
一
門
４
は
前
欠
。『
綿

考
』3-p. 287

の
引
用
は
中
略
が
あ
る
。

（
22
）　
「
松
井
文
庫
所
蔵
古
文
書
」219-10-1

︿
報
告
書
未
収
録
分
﹀。『
綿
考
』7-p. 319

～

320

所
載
の
写
よ
り
原
本
に
忠
実
な
も
の
と
み
ら
れ
る
。
忠
利
没
後
の
藩
主
光
尚
と
忠

興
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
熊
本
大
学
文
学
部
附
属
永
青
文
庫
研
究
セ
ン
タ
ー
編
『
永

青
文
庫
叢
書　

細
川
家
文
書　

近
世
初
期
編
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
二
）
収
録
の

起
請
文
お
よ
び
稲
葉
継
陽
「
永
青
文
庫
所
蔵
の
近
世
初
期
文
書
群
と
藩
政
」
参
照
。

（
23
）　
『
新
宇
土
市
史
基
礎
資
料
七　

山
田
文
庫
二
』（
宇
土
市
教
育
委
員
会
、

二
〇
〇
〇
）、
二
五
三
号
。

（
付
記
）
史
料
調
査
を
ご
許
可
く
だ
さ
い
ま
し
た
ご
所
蔵
者
の
皆
様
、
な
ら
び
に
調
査
に
際

し
ご
高
配
を
賜
り
ま
し
た
皆
様
に
篤
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
な
お
、
本
研
究
は

JSPS

科
研
費JP 15H
03240

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
。

（
細
川
忠
利
）

【居所表】　寛永15年４月～17年７月

忠興 忠利 光尚 立孝 興孝
15 在江戸 
９.14江戸発 
（京都逗留） 
11.５八代着

在熊本 ４.９江戸着 在八代 在江戸

16 ２.６八代発 
（京都逗留） 
４.４江戸着 
 
 
 
閏11.５江戸発 
閏11.17京都着

２.26熊本発 
３.23江戸着

 
 
４.16江戸発 
５.７熊本着

 
 
 
５.20八代発 
８.２京都発 
８.21江戸着

17  
 
 
 
 
 
 
７.４京都発 
７.18八代着

 
 
 
 
 
５.18江戸発 
６.12熊本着

 
 
２.26熊本発 
３.12大坂着 
３.27江戸着

１.４江戸発 
２.４伏見着 
２.25室津着 
３.10鶴崎着 
３.21熊本着

＊忠興・立孝の居所で京都と表記しているが、主に洛外吉田である。
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新収史料Ⅰ　細川忠利書状

新収史料Ⅱ　細川光尚書状


